
令和年月日 木曜日 第号官 報

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

政
令
第
三
百
三
十
二
号

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
十
号
）
及
び
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。





（
社
団
た
る
医
療
法
人
及
び
財
団
た
る
医
療
法
人
の
補
償
契
約
及
び
役
員
の
た
め
に
締
結
さ
れ
る
保
険
契
約
に
関

す
る
技
術
的
読
替
え
）

第
五
条
の
五
の
十
一

法
第
四
十
九
条
の
四
に
お
い
て
社
団
た
る
医
療
法
人
及
び
財
団
た
る
医
療
法
人
の
補
償
契
約

及
び
役
員
の
た
め
に
締
結
さ
れ
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二

章
第
三
節
第
九
款
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
二
第
一
項

社
員
総
会
（
理
事
会
設
置
一

般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、

理
事
会
）

理
事
会

第
百
十
八
条
の
二
第
二
項
第

二
号

第
百
十
一
条
第
一
項

医
療
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
四
十
七
条
第
一
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

第
百
十
八
条
の
二
第
五
項

第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
九

十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
一

条
第
三
項
及
び
第
百
十
六
条

第
一
項

医
療
法
第
四
十
六
条
の
六
の
四
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
、

同
法
第
四
十
六
条
の
七
の
二
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
九
十
二
条
第
二
項
、
同
法
第

四
十
七
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
同
法
第
四
十

七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百

十
六
条
第
一
項

第
百
十
八
条
の
三
第
一
項

社
員
総
会
（
理
事
会
設
置
一

般
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、

理
事
会
）

理
事
会

第
百
十
八
条
の
三
第
二
項

第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
九

十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十

一
条
第
三
項

医
療
法
第
四
十
六
条
の
六
の
四
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
、

同
法
第
四
十
六
条
の
七
の
二
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び
同
法

第
四
十
七
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

第
五
条
の
六
中
「
、
社
会
医
療
法
人
債
管
理
者
」
の
下
に
「
、
社
会
医
療
法
人
債
管
理
補
助
者
」
を
加
え
、
同
条

の
表
第
七
百
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
百
十
四
条
の
三

第
七
百
三
条
各
号

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
三
条
各
号

法
務
省
令

厚
生
労
働
省
令

第
七
百
十
四
条
の
四
第
一
項

第
四
百
九
十
九
条
第
一
項

医
療
法
第
五
十
六
条
の
八
第
一
項

第
七
百
十
四
条
の
四
第
二
項

第
七
百
十
四
条
の
二

医
療
法
第
五
十
四
条
の
五
の
二

第
七
百
五
条
第
一
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
五
条
第
一
項

第
七
百
六
条
第
一
項
各
号

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
六
条
第
一
項
各
号

社
債
発
行
会
社

社
会
医
療
法
人
債
発
行
法
人

第
七
百
十
四
条
の
四
第
四
項

第
七
百
十
四
条
の
二

医
療
法
第
五
十
四
条
の
五
の
二

第
七
百
十
四
条
の
四
第
五
項

第
七
百
五
条
第
二
項
及
び
第

三
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項

第
七
百
十
四
条
の
六

第
七
百
二
条

医
療
法
第
五
十
四
条
の
五

第
七
百
十
四
条
の
二

医
療
法
第
五
十
四
条
の
五
の
二

第
七
百
十
四
条
の
七

第
七
百
四
条
、第
七
百
七
条
、

第
七
百
八
条
、
第
七
百
十
条

第
一
項
、
第
七
百
十
一
条
、

第
七
百
十
三
条
及
び
第
七
百

十
四
条

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
四
条
、
第
七
百
七
条
、
第
七
百
八

条
、
第
七
百
十
条
第
一
項
、第
七
百
十
一
条
、

第
七
百
十
三
条
及
び
第
七
百
十
四
条

第
七
百
四
条
中

同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
百
四
条
中

同
項

同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る

同
項

第
七
百
十
一
条
第
一
項

同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
百
十
一
条
第

一
項

同
条
第
二
項

同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
百
十
一
条
第
二
項

第
七
百
二
条

医
療
法
第
五
十
四
条
の
五

第
七
百
十
四
条
の
二

医
療
法
第
五
十
四
条
の
五
の
二

第
七
百
十
四
条
第
一
項

同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る

第
七
百
十
四
条
第
一
項

第
七
百
三
条
各
号

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
三
条
各
号

第
七
百
十
四
条
の
三

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
十
四
条
の
三

第
五
条
の
六
の
表
第
七
百
十
七
条
第
二
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
百
十
七
条
第
三
項

次
条
第
一
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
次
条
第
一
項

第
七
百
十
四
条
の
七

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
十
四
条
の
七

第
五
条
の
六
の
表
第
七
百
二
十
四
条
第
二
項
の
項
中
「
第
七
百
六
条
第
一
項
、」の
下
に
「
第
七
百
十
四
条
の
四
第

三
項
（
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
部
分
に
限
る
。）、」を
加
え
、
同
表
第
七
百
二
十
九
条
第
一
項
の

項
中
欄
中
「
第
七
百
七
条
」
の
下
に「（
第
七
百
十
四
条
の
七
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中「
第
七
百
七
条
」の
下
に「（
同

法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
百
十
四
条
の
七
」
を
加
え
、
同
表
第
七
百
三
十
五
条
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
五
の
七
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）

第
五
条
の
五
の
十
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。





第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
一

項

社
債
発
行
会
社

社
会
医
療
法
人
債
発
行
法
人

第
七
百
十
四
条
の
七

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
十
四
条
の
七

第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
二

項

社
債
発
行
会
社

社
会
医
療
法
人
債
発
行
法
人

本
店

主
た
る
事
務
所

第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
三

項

社
債
発
行
会
社

社
会
医
療
法
人
債
発
行
法
人

営
業
時
間
内

執
務
時
間
内

法
務
省
令

厚
生
労
働
省
令

第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
四

項

第
七
百
三
十
二
条
か
ら
前
条

ま
で

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
三
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で

第
五
条
の
九
中
「
社
会
医
療
法
人
債
管
理
者
」
の
下
に
「
、
社
会
医
療
法
人
債
管
理
補
助
者
」を
、「
社
債
管
理
者
」

の
下
に
「
、
社
債
管
理
補
助
者
」
を
加
え
、
同
条
の
表
担
信
法
第
三
十
一
条
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

担
信
法
第
三
十
一
条

会
社
法
第
七
百
十
七
条
第
二

項
、
第
七
百
十
八
条
第
一
項

及
び
第
四
項
、
第
七
百
二
十

条
第
一
項
、
第
七
百
二
十
九

条
第
一
項
、
第
七
百
三
十
一

条
第
三
項
並
び
に
第
七
百
三

十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
十
七
条
第
二
項
、
第
七
百

十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
七
百
二
十

条
第
一
項
、
第
七
百
二
十
九
条
第
一
項
、
第

七
百
三
十
一
条
第
三
項
並
び
に
第
七
百
三
十

五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

同
法
第
七
百
十
七
条
第
二
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
十
七
条
第
二
項

同
法
第
七
百
十
八
条
第
一
項

及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
百

二
十
九
条
第
一
項
本
文

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四

項
並
び
に
第
七
百
二
十
九
条
第
一
項
本
文

同
法
第
七
百
二
十
条
第
一
項

及
び
第
七
百
二
十
九
条
第
一

項
た
だ
し
書

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
七

百
二
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書

同
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三

項
並
び
に
第
七
百
三
十
五
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
並
び
に

第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

同
条
第
一
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項

第
七
百
十
四
条
の
七

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
第
七
百
十
四
条
の
七

第
五
条
の
九
の
表
担
信
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

担
信
法
第
三
十
三
条
第
一
項

会
社
法
第
七
百
三
十
一
条
第

一
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
三
十
一
条
第
一
項

同
法
第
七
百
三
十
五
条
の
二

第
一
項

医
療
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す

る
会
社
法
第
七
百
三
十
五
条
の
二
第
一
項

令和年月日 木曜日 第号官 報

第
五
条
の
六
の
表
第
七
百
四
十
条
第
一
項
の
項
中
「
又
は
第
八
百
十
条
（
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
、
第
八
百
十
条
（
第
八
百
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第

八
百
十
六
条
の
八
」
に
改
め
、
同
表
第
七
百
四
十
条
第
三
項
の
項
中
「
及
び
第
八
百
十
条
第
二
項
（
第
八
百
十
三
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
「
、
第
八
百
十
条
第
二
項
（
第
八

百
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
第
八
百
十
六
条
の
八
第

二
項
」
に
、「
及
び
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
」
を「
、
第
七
百
九
十
九
条
第
二
項
及
び
第
八
百
十
六
条
の
八
第
二
項
」

に
改
め
、「
社
債
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
社
債
管
理
補
助
者
」
を
、「
社
会
医
療
法
人
債
管
理
者
」
の
下
に
「
又
は
社

会
医
療
法
人
債
管
理
補
助
者
」
を
加
え
、
同
表
第
八
百
六
十
八
条
第
四
項
の
項
中
欄
中
「
、
第
七
百
六
条
第
四
項
」

を
「
及
び
第
七
百
六
条
第
四
項
の
規
定
」
に
、「
、
第
七
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、」を
「
並
び
に
第
七
百
十
四

条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
百
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
並
び

に
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
中
「
、
第
七
百
六
条
第
四
項
、」を
「
及
び
第
七
百
六
条
第
四

項
の
規
定
、
同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
」
に
、「
、
第
七
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、」を
「
並

び
に
第
七
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
百

十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
並
び
に
同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
」に
、

「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
表
第
八
百
七
十
四
条
第
一
号
の
項
中
「
社
債
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は

社
債
管
理
補
助
者
」
を
、「
又
は
第
七
百
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に「（
第
七
百
十
四
条
の
七
」
を
、「
社
会
医
療
法
人
債

管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
社
会
医
療
法
人
債
管
理
補
助
者
」
を
、「
準
用
す
る
第
七
百
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に

「（
同
法
第
五
十
四
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
百
十
四
条
の
七
」
を
加
え
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
十
二
の
見
出
し
を「（
役
員
等
又
は
評
議
員
の
損
害
賠
償
責
任
等
に
関
す
る
読
替
え
）」に
改
め
、
同
条

中
「
第
四
十
五
条
の
二
十
第
四
項
」
を
「
第
四
十
五
条
の
二
十
二
の
二
」
に
、「
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る
損
害
賠
償

責
任
」
を
「
損
害
賠
償
責
任
等
」
に
、「
及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
」
を
「
、
第
百
十
六
条
第
一
項
、
第
百
十
八
条
の

二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
十
八
条
の
三
第
二
項
」
に
、「
同
号
」
を
「
同
法
第
百
十
五
条
第
四
項
第

三
号
」
に
、「
同
項
」
を
「
同
法
第
百
十
六
条
第
一
項
」
に
、「
読
み
替
え
る
」
を
「
、
同
法
第
百
十
八
条
の
二
第
二
項

第
二
号
中
「
第
百
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
一
項
」
と
、
同
条
第
五
項

中
「
第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
一
条
第
三
項
及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
、
同
法
第
四
十

五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
二
条
第
二
項
、
同
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
三
項
及
び
同
法
第
四

十
五
条
の
二
十
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
六
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
第
八

十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び
第
百
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
福
祉
法
第
四
十
五
条
の
十

六
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
四
条
第
一
項
、
同
法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
九
十
二
条
第
二
項
及
び
同
法
第
四
十
五
条
の
二
十
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
」
に
改
め
る
。

（
消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
七
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
第
三
十
一
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
十
第
二
項
」
に
、「
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を

「
第
三
十
一
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
三
十
一
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
一
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
十
第
二
項
」
に
、「
第
三
十
一
条
の
七
第

六
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
九
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
一
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第
三
十
一

条
の
十
第
三
項
」
に
、「
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
九
第
二
項
」
に
、「
第
三
十
一
条
の
八
第
一

項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

厚
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